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１ 目的

岡崎市火葬場整備運営事業（以下「本事業」という。）の趣旨や意図について相互理解

を深めるため、対面方式による市と事業者の対話（以下「対面対話」という。）を行い、

要求水準に対する疑義の確認及び意見交換を行います。

２ 概要

(1) 対象者

本事業の参加資格を有し、応募を予定している事業者グループ（以下「応募者」

という。）とします。なお、対面対話への参加は、応募者の責任者及び担当者の 10

名以内とします。

(2) 開催日時

平成 25 年７月２日（火）～平成 25年７月４日（木）

※ 詳細については、市より応募者の代表企業に通知します。

(3) 開催場所

岡崎市若宮町２丁目１番地１

岡崎げんき館

(4) 対面対話の内容

・ 応募者による提出書類の説明（以下「資料説明」という。）

・ 応募者と市の間における質疑応答（以下「質疑応答」という。）

・ 時間配分は、概ね次のとおりとします。

資料説明 20 分程度

質疑応答・意見交換 70 分程度

合計 90 分

※ 前後５分で移動・準備と片付けを行います。

３ 参加申込み

(1) 受付期間

平成 25 年６月 18 日（火）９時 ～平成 25 年６月 21 日（金）17時

(2) 提出書類

ア 対面対話に関する質問書（募集要項別紙３） １部

イ 完成時の施設配置及び車両動線を示すもの 12 部

ウ 工事中の配置計画（仮設待合室）及び車両動線を示すもの 12 部

エ 建物内の平面計画を示すもの 12 部

オ その他、要求水準書の意図の確認のために必要な図面等 12 部

※ 上記イ～オの書類の提出は任意とし、提出方法については、事前提出又は当日直

接持込みのいずれの方法も可能とします。ただし、直接持込みの資料に関しては、
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当日、市からの回答ができないこともありますのでご了承ください。

(3) 提出方法

上記(2)の提出書類について、アについては E-mail、イ～オについては事前に提出す

る場合は、郵送又は持参にて提出してください。ただし、郵送の場合は受付期間中の

必着とし、持参の場合は閉庁時間を除き受付を行います。

提出先 岡崎市保健部保健総務課（岡崎げんき館２階）

〒444-8545

愛知県岡崎市若宮町２丁目１番地１

E-mail

４ 留意事項

・ 対面対話会場への入退室は、市の指示に従ってください。

・ 準備が早く終了した場合でも、対面対話は予定時間を待って開始します。

・ 準備に時間がかかった場合でも、対面対話の終了時間の変更は行いません。

・ 原則、対面対話の時間内に外出することは認めません。ただし、必要に応じて会場

外へ連絡を行うことは可能とします。その際、携帯電話等は会場外で使用してくださ

い。

・ 対面対話に当たって、プレゼンテーション用ソフトを用い、プレゼンテーション

を行う場合は、必要な機材等を応募者の責任により準備してください。

・ 応募者が提示できる資料は、本実施要領３(2)に示す提出書類のみとし、パネル・

模型等の提示、配布は認めません。

・ 資料説明は、提出した資料の内容に基づき、要領よく分かりやすく、時間内に説

明を行ってください。なお、プレゼンテーションを行う場合は、スライド画面を印

刷した配布資料を 12 部持参してください。

・ 提出した書類の返却は行いません。

５ 議事録の取扱い

・ 対面対話の議事録は応募者において作成していただきます。対面対話実施後１週間

以内に、議事録（別紙１）に記入のうえ E-mail（kasojo@city.okazaki.aichi.jp）

にて提出してください。

・ 対面対話の内容は、原則、応募者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する

おそれがあるものとして公開しません。ただし、市が競争性、公平性の観点から公表

が必要と判断した事項については、当該応募者と協議のうえ市ホームページにおいて

公表します。その際、応募者等の名称の公表はしません。
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自 時 分 至 時 分

市

グループ名

代表企業 商号又は名称

所在地

所 属

担当者氏名

電 話

Ｆ Ａ Ｘ

Ｅ-mail
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岡崎市火葬場整備運営事業
対面対話 議事録

日 時

出席者

平成 年 月 日（ )

※議事録の作成に当たっては、質問とその回答を明確に記載ください。

事業者

議

事

内

容

別紙１

別添のエクセルファイルにて

ご記入いただき提出ください。


